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１ 指定管理者制度の趣旨 

  指定管理者制度は、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、経費の節減だけではなく

住民サービスの向上を図ることを目的とした制度です。 

  福岡市立児童心理治療施設の指定管理者の指定にあたっては、広く事業者を募集し、適切

な管理・運営及び児童心理治療施設の目的を踏まえた創意工夫のある提案を募集します。 

 

２ 福岡市児童心理治療施設の目的 

  児童心理治療施設とは、家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社 

会生活への適応が困難となった児童を、短期間入所させ、又は保護者の下から通わせて、社 

会生活に適応するために必要な心理治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者 

について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。（児童福祉法第４３条２に 

規定する児童福祉施設） 

  入所・通所する児童が適切な心理治療を受け、１日でも早く家庭等に復帰できるよう親子

関係再構築支援等による保護者への支援や通所機能を効率的に活用するとともに、児童相談

所等の関係機関との緊密な連携を行います。 

 

３ 管理・運営対象施設の概要 

（１）施設の概要 

①施設名  福岡市立児童心理治療施設（以下「心理治療施設」という。） 

  ②所在地  福岡市中央区地行浜２丁目１－２８ 

        ※福岡市こども総合相談センター（えがお館）内（以下「えがお館」という。） 

  ③施設規模 鉄骨鉄筋コンクリート造地下１階地上７階建ての１階及び２階並びに３階    

        の一部 

  ④施設面積 延床面積 ２２１７.１㎡ 

  ⑤施設内容 福岡市児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例（平成２４年１２月

２７日条例第５６号）第８９条に規定する諸室及び事務室等。 

        児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作

室、調理室、浴室、便所等 

       さらに、箱庭療法や作業療法など、落ち着いた環境でカウンセリングを行うた

めの心理療法室や事務室、会議室等を設置。 

⑥施設内学級  

    入所児童は、家庭環境、学校における交友関係その他環境上の理由により社会

生活への適応が困難であるため、小・中学校の普通学級に通学することは心理

面で不安定になりやすく、通学できない可能性があることから、施設内に当仁

中学校、南当仁小学校を本校とする施設内学級（特別支援学級）を設置してお

ります。 

⑦養育形態  

できる限り家庭的な環境の中で職員との個別的な関係を重視したきめ細かなケ
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アを提供することが重要であるため、家庭的雰囲気で生活でき、個別ケアが

可能である、居室やリビング、浴室、トイレなどを備えた家庭に近い環境で養

育するユニット制で諸室配置をしております。 

⑧定員    入所：２０名 通所：２０名 

        ※ユニット数 ４ 

（男子ユニット５名×２ユニット 女子ユニット５名×２ユニット） 

        ※上記のほか、一時保護委託児童を受け入れるための一時保護専用ユニット

１つ（定員５名） 

  ⑨職員数  福岡市児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例（平成２４年１２

月２７日 条例第５６号）第９０条、児童福祉法による児童入所施設措置

費等国庫負担金について（令和６年５月２２日こ支家第324号）別表２「児

童福祉施設の職種別職員定数表」により、算出しておりますが、下表の人

数以上に配置することを妨げるものではありません。 

基準（加算有） 

 職種 職員数 

基準 

（加算有） 

施設長 １人 

医師 １人 

心理療法担当職員 

（入所通所７：１） 
５人 

看護師 １人 

児童指導員/保育士 

（入所 ３：１） 
５人 

児童指導員/保育士 

（通所 7.5：１） 
３人 

個別対応職員 １人 

家庭支援専門相談員 １人 

栄養士 １人 

事務員 １人 

調理員 ４人 

小規模 G加算（４か所） 
児童指導員/保育士 ４人 

管理宿直等（非常勤可） ４人 

学習指導加算 指導員（非常勤可） １人 

一時保護実施特別加算 
児童指導員/保育士 ２人 

管理宿直等（非常勤可） １人 

合計 ３６人 

※心理療法担当職員及び児童指導員・保育士については、措置された児童に対し、より個別ケ

アができように上記の配置基準としています。 
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※調理業務の全部を他に委託する場合は、調理員を置かないことができます。 

（２）設備に附属する備品 

   市が購入した備品については、無償で貸与します。また、別途備品台帳をお渡しします

ので適切に管理して下さい。  

 

４ 募集の概要 

（１）指定期間 

  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までの５年間 

  ただし、市長が指定管理者に管理を継続させることが適当でないと認めるときは、指定を

取り消すことがあります。 

（２）利用時間・休館日 

ア 利用時間 

   ①入所児童 

    ２４時間 

   ②入所児童以外（通所児童等） 

    平日：９時から１７時まで  

    土曜日：９時から正午まで 

※土曜日午後、日曜及び祝日については通所児童等と調整すること。 

イ 休館日 

   ①入所児童 

    無休 

   ②入所児童以外（通所児童等） 

    １２月２９日から翌年の１月３日までの日 

   ※（１）利用時間、（２）休館日については、利用者のサービス向上につながる場合は、

市の承認を得て変更することができるので、必要に応じてご提案ください。 

 

５ 応募について 

（１）応募資格 

  ①児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条に定める児童福祉施設の経営実績があ

る社会福祉法人であること。 

②応募者の制限 

   次に該当する団体は、応募者となることができません。 

   Ａ 福岡市契約事務規則（昭和３６年福岡市規則第１６号）第２条第１項及び第２項に

規定するもの。 

   Ｂ 団体が、所得税、法人税、消費税、地方消費税及び本市市税を滞納している場合。 

Ｃ 自らの責めに帰すべき事由により、５年以内に指定管理者の指定の取り消しを受け

た者。 
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   Ｄ 団体又はその代表者が次のいずれかに該当する者。 

    ア 暴力団員が事業主又は役員に就任していること。 

    イ 暴力団員が実質的に運営していること。 

ウ 暴力団員であることを知りながら当該暴力団員を雇用し、又は使用していること 

    エ 暴力団員であることを知りながら当該暴力団員と商取引に係る契約を締結して

いること。 

    オ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与していること。 

    カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していること。 

   Ｅ 団体及びその代表者が、指定管理として行う業務に関連する法規に違反する者とし

て関係機関に認定された日から２年を経過しないもの。 

   Ｆ 本市が出資する外郭団体 

     本市からの人的財政的支援により、公平性の観点で応募困難と認められるため。 

 

（２）応募書類 

   提出書類一覧（別紙２）のとおり 

 

（３）指定管理者の応募スケジュール 

  ①募集の周知             令和６年７月１８日（木）～８月３０日（金） 

  ②募集要項等の配布              ７月１８日（木）～８月３０日（金） 

  ③説明会の開催      ７月３１日（水） 

  ④募集要項に関する質問の受付          ７月３１日（水）～８月７日（水） 

  ⑤募集要項に関する質問の回答    ８月１９日（月）予定 

  ⑥応募書類の受付               ８月２０日（火）～８月３０日（金） 

 

（４）スケジュール項目の詳細 

  ①募集の周知 

   心理治療施設の指定管理者の公募について、市のホームページに掲載し、周知します。

(https://www.city.fukuoka.lg.jp) 

 

②募集要項等の配布 

募集要項等は、下記期間中に福岡市ホームページに掲載しますので、ダウンロードして 

ください。窓口での配布は行いません。 

＜掲載期間＞ 

令和６年７月１８日（木）～８月３０日（金） 

 ＜掲載の場所＞ 

[市ＨＰトップ]→[市政全般]→[主なプロジェクト]→[指定管理制度]→[募集状況] 

（https://www.city.fukuoka.lg.jp） 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/
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③説明会の開催 

募集要項に関する説明会を次のとおり開催します。 新規で応募される法人につきまして

は原則参加していただきますようお願いします。説明会申請書（様式１）に必要事項を

記入の上、電子メールでお申し込みください。電子メールを送信後、確認のため、問い

合わせ先（事務局）に電話連絡してください。  

 

 開催日時：令和６年７月３１日（水）１４時から（１時間程度） 

   開催場所：えがお館７階 視聴覚室 

参加人数：各法人において２名以内とする 

   申込先 ：問い合わせ先（１１ページ）に同じ 

申込期限：令和６年７月２６日（金）１７時まで 

 

④募集要項に関する質問の受付 

   募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

   受付期間：令和６年７月３１日（水）～８月７日（水）１７時まで 

   受付方法：質問書（様式２）に記入の上、問い合わせ先まで、電子メールでお申し込み

ください。電子メールを送信後、確認のため、問い合わせ先（事務局）に電

話連絡してください。 

        ※電話、口頭など、上記以外の方法による質問にはお答えできません。 

 

  ⑤募集要項に関する質問の回答 

   質問に対する回答は、市のホームページで公表します。（８月１９日（月）公表予定） 

 

  ⑥応募書類の受付 

   応募書類を次のとおり受け付けます。 

   受付期間：令和６年８月２０日（火）～８月３０日（金） 

        ９時３０分～１７時（正午から１３時までを除く） 

   提出方法：問い合わせ先に、持参にて提出してください 

（持参される前に担当まで電話連絡をお願いします） 

・提出書類の規格は、Ａ４版タテとします。 

・原本１部、コピー９部をご提出ください。 

・原本１部をＡ４フラットファイル１冊に綴じこんで提出してください。 

※様式の指定がないものについては、各法人において任意の様式で提出してください。 

 

（５）留意事項 

  ①接触の禁止 
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   選定委員、本市職員及び募集関係者に対して、本件応募についての接触を禁じます。接

触が認められた場合は、失格となることがあります。 

  ②重複応募の禁止 

   応募１団体につき、応募は１件とします。複数の応募はできません。 

  ③応募内容変更の禁止 

   提出された書類の内容を変更することはできません。 

  ④虚偽の記載をした場合の無効 

   応募書類に虚偽があった場合は、失格とします。 

  ⑤応募書類の取扱い 

   応募書類は、理由の如何を問わず返却しません。 

⑥応募の辞退 

   応募書類を提出した後に辞退する際には、８月３０日（金）１７時までに辞退届（様式

５）を提出してください。 

  ⑦応募費用 

応募に関して必要となる費用は、法人の負担とします。 

  ⑧応募書類の追加 

   市が必要と認める場合は、追加して書類の提出を求めることがあります。 

  ⑨提出書類の取扱い・著作権 

   団体の提出する書類の著作権は、それぞれ作成した法人に帰属します。 

   なお、心理治療施設の指定管理者の選定後、事業計画書の内容について、情報公開請求

があった場合、また、その他市長が必要と認める時には、本市は提出書類の全部又は一部

を使用できるものとします。 

 

６ 選定について 

（１）選定手続 

   指定管理者の選定は、公募型プロポーザル方式により審査を実施し、指定管理者の候補

者を選定します。 

（２）選定委員会 

   指定管理者の候補者を選定するため、心理治療施設の指定管理者選定委員会を設置しま

す。 

   選定委員会は、５名の外部委員から構成され、選定基準や募集要項の検討を行い、団体

から提出される応募書類について、ヒアリングなどで詳細な内容を把握し、本市が選定す

る上で参考となる意見を述べるなど、選定過程において重要な役割を担う委員会です。 

（３）選定の流れ 

  ①応募書類の確認（資格審査） 

   団体からの提出資料については、応募資格を満たしているのかを事務局で確認します。 

  ②選定方法 
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   資格審査を通過した団体に対して、選定委員会によりヒアリングを実施した上で、提案

された内容を総合的に審査します。（詳細については、別途通知します。） 

（４）選定における評価基準 

   応募内容を審査項目及び審査基準（別紙３）に基づき審査し、心理治療施設を最も適切

に管理・運営することができる団体を選定します。 

（５）候補者の決定方法 

   選定委員会での評価の合計、高得点をつけた委員の割合、選定委員の個別意見等を総合

的に勘案して、市が指定管理候補者を選定します。 

 

７ 指定管理業務の範囲（詳細は別添「仕様書」を参照） 

心理治療施設は公共の施設であるため、福岡市職員の公務員倫理に関する条例及び福岡市

職員倫理行動規準に準じ、職務の執行の公正さ及び倫理の保持に対する市民の疑惑や不信を

招かないよう業務に対する市民の信頼確保に努めてください。 

（１）運営に関する業務 

  ①児童相談所が入所措置を決定した児童に対する心理治療及び生活指導等 

②児童相談所が通所措置を決定した児童に対する心理治療等 

  ③一時保護実施特別加算に基づく一時保護委託児童の受け入れ 

④一時保護委託児童の受け入れ 

⑤問い合わせ業務 

⑥親子関係再構築支援 

⑦家庭環境及び関係機関との調整 

⑧心理治療施設入所児童及び一時保護委託児童への食事の提供 

⑨その他、児童心理治療施設設置の目的に合致する業務 

（２）施設の管理に関する業務 

  ①保守管理業務 

  ②環境維持管理業務 

  ③光熱水費等の支払いに関する業務 

（３）個人情報に関する業務 

  ①個人情報保護の遵守 

  ②情報セキュリティの管理 

  ③管理運営に係る文書管理 

  ④個人情報の漏洩、滅失又は毀損が発生した際の対応 

（４）その他業務 

  ①職員の雇用 

  ②必要な研修の実施 

  ③各種マニュアルの作成 

  ④事業計画書及び収支予算書の作成 
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  ⑤自己評価の実施 

  ⑥指定期間終了にあたっての引継ぎ業務 

  ⑦クレーム対応 

  ⑧広報業務 

  ⑨避難訓練 

  ⑩事故発生時の対応 

  ⑪その他 

（５）管理運営業務の実施に当たっての市と指定管理者とのリスク分担 

リスク分担表（別紙４）によります。 

 

８ 経理に関する事項 

（１）管理・運営に関し本市が負担する指定管理料の想定額  

   令和７年度 ２８６,０３７千円 

心理治療施設に対し、国の通知に基づき支弁される扶助費相当額を指定管理料として

お支払いします。なお、扶助費相当額とは次のものを言います。 

① 児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について（令和６年５月２２日

こ支家第 324号）に規定する措置費等。 

   ②福岡市民間児童福祉施設運営補助金交付要綱（以下「補助金交付要綱」という。）第３

条第１項第１号及び第３号に規定する研修費及び社会福祉施設職員等退職手当共済

掛金相当額。（対象や金額については、補助金交付要綱に準じる） 

 

指定管理料の試算については、指定管理料試算（別紙５）のとおりですが、措置され

た児童の状況や人数等により、変動することに留意してください。 

なお、当該管理運営業務は、第１種社会福祉事業に含まれるため、消費税及び地方消

費税は非課税となります。 

 

（２）本市が支払う指定管理料に含まれるもの 

   指定管理料については、管理運営業務の執行に係る次の経費が含まれるものとして、そ

の金額をお支払いします。 

① 事務費 施設を運営するために必要な職員の人件費その他事務の執行に伴う諸経費 

② 事業費 事務費以外の経費で、児童等に直接必要な諸経費 

   ※えがお館所管の一時保護児童の食事の提供に係る費用については、えがお館と指定管

理者の委託契約の形をとるため、指定管理料には含まれておりません。指定管理料と

は別にえがお館からお支払いします。 

 

（３）指定管理料の支払い方法 

指定管理料は、毎年度、会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに、指定管
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理者から応募時に提案された額をもとに、市と指定管理者が協議し決定します。 

また、指定管理料の年額、四半期ごとの額を、実施協定書で定め、実施協定書をもとに、

指定管理料を四半期ごとに前金でお支払いします。 

なお、お支払いする指定管理料に関しては概算払いとなるため、年度末に精算（追加払

い、又は払い戻し）いたします。 

 

（４）経理の明確化 

   管理・運営業務の執行に係る経費については、団体の他の業務に係るものと区別して明

確にしてください。 

    

９ 選定後の流れについて 

（１）選定後のスケジュール 

  ①選定結果の通知               令和６年９月下旬～１０月上旬予定 

  ②指定管理者の候補者の公表          同上 

  ③指定管理者の候補者との仮協定の締結     令和６年１０月下旬予定 

  ④指定管理者の指定（基本協定締結）      令和７年２月予定 

  ⑤指定管理者との実施協定締結         令和７年３月予定 

（２）選定結果等の通知及び公表 

   選定結果は、応募書類を提出した応募者に対して速やかに通知します。（９月下旬～１０

月上旬予定）また、選定の過程及び結果は、指定管理者の候補者を選定した後に、福岡市

のホームページへの掲載等により公表します。ホームページには、候補者及び第２順位（次

点）の法人名も公表します。 

 

１０ 協定について 

  選定された指定管理者の候補者との協議を踏まえ、仮協定を締結します。なお候補者との

協議が成立しない場合は、次点の候補者と協議を行います。次点として権利を有しているの

は令和６年度末までです。また、議会の議決後（１２月予定）に候補者を指定管理者として

指定するとともに、仮協定を正式な基本協定とします。 

（１）基本協定 

   指定管理者の候補者選定後、市と指定管理者が行う心理治療施設の管理に関し必要な事

項等については、別途示す「福岡市立児童心理治療施設の管理に係る基本協定書（案）」を

基本に、市と指定管理者の候補者との間で協議を行い、指定管理者の指定後に基本協定を

締結します。 

（２）実施協定 

   基本協定に基づき、毎年度本市が指定管理者に支出する指定管理料その他必要な事項に

について、別途実施協定を締結します。なお、実施協定の締結にあたり、毎年度２月末ま

でに事業計画書を市に提出いただきます。 
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１１ モニタリング 

（１）モニタリングとは 

   指定管理者による公の施設の管理運営に関し、法令、条例、協定書、仕様書等で定めて

いる施設の運営や維持管理に関する業務を指定管理者が適切に実施しているかどうか、指

定管理者によって提供されるサービスが市の要求水準を満たしているかどうか等につい

て、管理運営業務等の実施状況を①点検（各種報告書、実地調査、利用者アンケート等の

確認）し、②評価（指定管理者自己評価、市による評価、評価委員会による評価）を行う

ことです。 

   本市は、指定管理期間中にモニタリングを実施します。有識者・専門家等からなる評価

委員会による評価を行います。 

（２）事業報告書等の提出 

   指定管理者は、毎年度終了後、地方自治法第２４４条の２第７項の規定に基づく事業報

告書のほか、月次報告書、指定管理者自己評価シート（利用者アンケート結果を含む。）を

提出していただきます。なお、事業報告書等の書式、記載項目等については、協定等にお

いて定めます。 

（３）モニタリングの実施 

   モニタリングの実施時期や項目については、協定等において定めます。 

（４）業務の基準を満たしていない場合の措置 

   モニタリングの結果、指定管理者の業務が基準を満たしていないと判断した場合、本市

は、指定管理者が必要な改善措置を講じるよう通知や是正指示を行い、それでも改善が見

られない場合は、指定を取り消すことがあります。 

 

１２ その他 

（１）関係法令の遵守 

   業務を遂行する上で、関連する法令を必ず遵守する必要があります。 

  ・地方自治法 

・児童福祉法 

・福岡市児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例 

・福岡市立児童心理治療施設条例 

・福岡市立児童心理治療施設条例施行規則 

・労働関係法令 

・個人情報の保護に関する法律 

・福岡市暴力団排除条例  等 

（２）監査 

  ①指定管理者は、施設の設置者たる地方公共団体の事務を監査するのに必要な範囲で、調

査の対象となり、帳簿書類その他の記録を提出しなければなりません。 
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  ②議会から監査委員又は個別外部監査人に対し、地方公共団体の事務に関する監査の求め

があった場合においても、地方公共団体の事務を監査するのに必要な範囲で、指定管理

者は出頭を求められ、調査の対象となり、帳簿書類その他の記録を提出しなければなり

ません。 

（３）公表・公開について 

   選定の過程や選定結果、指定管理者の評価の過程（評価委員会を開催した場合）や評価

結果については、本市ホームページにて公表します。 

   また、提案書等、市に提出する書類については、情報公開条例に基づく公開請求があっ

た場合、情報公開条例第７条に規定する非公開情報を除いて、全て公開します。 

（４）第三者への委託 

   個々の具体的業務を第三者に委託することは可能ですが、書面による承諾が必要になり

ます。また、管理・運営に関する業務を一括して第三者へ委託することは禁止されていま

す。 

   なお、委託の相手方は、「福岡市競争入札参加停止等措置要領」に基づく競争入札参加停

止中又は排除措置中の者は委託先になることができません。 

（５）賠償責任保険等の加入 

   心理治療施設は、市が所有、使用、管理する施設及び市の業務の過失に起因する法律上

の損害賠償責任を負う場合の損害に対する賠償責任保険に加入します。ただし、自動車の

使用に起因する事故、提供した飲食物等に起因する事故などの賠償保険については対象外

であり、また補償保険などについては未加入であるため、必要に応じて別途加入してくだ

さい。その他、当該業務を実施するにあたり必要な保険に入っていただき、それを証明す

る書類の提出をお願いします。 

 

  「市民総合賠償保障保険」の賠償責任保険（Ｄ型） 

賠償責任保険 Ｄ型 

てん補限度額 

身体賠償 １名につき        1億円 

１事故につき      １０億円 

財物賠償 １事故につき   ２、０００万円 

 

（６）問い合わせ先（事務局） 

   〒８１０－８６２０ 

    福岡市中央区天神１－８－１（福岡市役所本庁舎１３階） 

    福岡市こども未来局こども健やか部こども家庭課（担当：宗 森田） 

    電話  ０９２－７１１－４２３８ 

    ＦＡＸ ０９２－７３３－５５３４ 

    Ｅ－ＭＡＩＬ  k-katei.CB＠city.fukuoka.lg.jp 


